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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１０月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年４月２０日 １６時３０分ごろ 

発生場所 福井県おおい町 鋸
のこぎり

埼北西方沖 

 鋸埼灯台から真方位３１５°５.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°３６.８′ 東経１３５°３４.８′） 

事故の概要  プレジャーボート泰威
やすたか

丸は、北西進中、また、プレジャーボート

Opa
オーパ

Ⅱは、錨泊中、両船が衝突した。 

泰威丸は、右舷船底外板に擦過傷を生じ、また、OpaⅡは、右舷船

尾部ガンネルの亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年５月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 泰威丸、９.７トン 

   ２９０－５９０１５福井、シンコー株式会社 

   １４.０６ｍ（Lr）×３.４０ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２２.９kＷ、平成１８年４月 

Ｂ プレジャーボート OpaⅡ、２.８トン 

   ２５０－５１０２６福井、個人所有 

   ６.７２ｍ（Lr）×２.４９ｍ×１.３８ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１０.３kＷ、平成１６年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年１１月２５日 

    免許証交付日 平成２６年６月２４日 

           （令和元年１１月２４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年１０月８日 

    免許証交付日 平成３１年４月２日 

           （令和６年１０月７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船底外板に擦過傷 
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Ｂ 右舷船尾部ガンネルに亀裂、船外機に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者Ａ」と

いう。）を乗せ、釣りの目的で、平成３１年４月２０日１３時３０分

ごろ福井県高浜町所在のマリーナを出航した。 

 船長Ａ及び同乗者Ａは、１６時００分ごろ、高浜町音海
お と み

断崖の北方

沖で釣りを終え、釣り場を移動することとした。 

 船長Ａは、Ａ船が約１６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で浅礁
あさぐり

付近に至り、約７kn の速力に減じて北西進中、右舷船首

方に数隻の遊漁船を認め、遊漁船の近くで釣りを行えば釣果が得られ

ると思い、遊漁船の近くの釣り場を探そうと右舷方を見ながら操船し

ていたところ、同乗者Ａの「前に船がいる。」旨の声を聞いて船首方

を振り向き、至近にＢ船を認めた。 

 Ａ船は、船長Ａが左舵を取ったものの、１６時３０分ごろＢ船に衝

突した。 

 Ａ船は、船長Ａが所属のマリーナに本事故の発生を連絡した後、自

力で同マリーナに帰航した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を乗せ、釣りの目的で、０８時３０分ごろ福井県小浜
お ば ま

市所在

のマリーナを出航した。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは、１２時００分ごろから浅礁で錨泊し、船首

を北方に向けて釣りを行った後、１６時１５分ごろ釣りを終えて片付

けを始めた。 

 船長Ｂは、片付けを行っていたところ、Ｂ船の右舷方５００ｍ付近

にＢ船に向かって来るＡ船を認め、浅礁で釣りをする遊漁船だと思っ

た。 

 船長Ｂは、いずれＡ船がＢ船を避けると思っていたものの、Ａ船が

３００ｍ付近に接近しても針路及び速力を変えないので不審に思い、

同乗者ＢにＡ船が接近していることを伝えた。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは、Ａ船が２００ｍ付近に接近したので、両手

を振って大声を出したものの、Ａ船にＢ船を避ける様子がなく、危険

を感じ、船長Ｂが右舷船首部に、同乗者Ｂが左舷船首部にそれぞれ移

動した直後、Ａ船とＢ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、所属のマリーナに本事故の発生を連絡した。 

 Ｂ船所属のマリーナの代表者は、海上保安庁に本事故の発生を通報

した。 

 Ｂ船は、所属のマリーナの救助艇にえい
．．

航されて同マリーナに帰航

した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 
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 その他の事項  船長Ａは、遊漁船であったＡ船を平成３０年５月ごろ購入し、プレ

ジャーボートとして使用していた。 

 同乗者Ａは、衝突直前まで魚群探知機を見ていた。 

 Ａ船には、汽笛が備えられていた。 

 Ｂ船は、船首部から重さ約１０kg の錨を海中へ投入し、錨鎖約１

０ｍ及び直径約８㎜の合成繊維製の錨索を約５０ｍ繰り出し、船外機

を停止して錨泊していた。 

 Ｂ船は、錨泊中を示す黒色の球形形象物を表示していなかった。 

 Ｂ船には、エアホーンが備えられていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、鋸埼北西方沖を北西進中、船長Ａが、右舷船首方に数隻の

遊漁船を認め、遊漁船の近くの釣り場を探そうと思い、右舷方を見な

がら航行を続けたことから、前路で錨泊中のＢ船に気付くのが遅れ、

左舵を取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、鋸埼北西方沖で錨泊中、船長Ｂが、Ｂ船に向かって接近す

るＡ船を認めた際、浅礁で釣りをする遊漁船であっていずれＢ船を避

けると思い、錨泊を続けたことから、更に接近するＡ船に対して両手

を振って大声を出したものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、鋸埼北西方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が錨泊

中、船長Ａが、右舷船首方に釣り場を探そうと思い、右舷方を見なが

ら航行を続け、また、船長Ｂが、Ｂ船に向かって接近するＡ船を認め

た際、遊漁船であっていずれＢ船を避けると思い、錨泊を続けたた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、特定の船舶だけに気を取られることなく、周囲を見渡

すなどして常時適切な見張りを行うこと。 

 ・錨泊中に接近する他船を認めた場合は、有効な音響信号により、

速やかに注意喚起を行うこと。 

 ・錨泊中は、黒色の球形形象物を表示すること。 



 

× 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

-
 
4
 
- 

鋸埼灯台 

音海 

おおい町 

浅礁 

Ｂ船 

Ａ船 

高手礁 

高浜湾 

京都府 
滋賀県 

福井県 
琵琶湖 

浅礁 

Ｂ船 

（錨泊中） 

× 

数隻の 

遊漁船 

事故発生場所 

（平成３１年４月２０日 

 １６時３０分ごろ発生） 

 

Ａ船 


